


改 正 後 改 正 前

第１ 証明書の交付の請求に関する登記事務の取扱い 第１ 証明書の交付の請求に関する登記事務の取扱い

１・２ ［略］ １・２ ［同左］

３ １の方法により証明書の交付を請求した者が当該 ３ １の方法により証明書の交付を請求した者が当該

証明書を登記所で受領するときは、法務大臣が定め 証明書を登記所で受領するときは、法務大臣が定め

る次の事項を当該登記所に申告しなければならない る次の情報を当該登記所に提供しなければならない

こととされた（規則第１９７条の２、第２００条第 こととされた（規則第１９７条の２、第２００条第

４項及び第２０１条第４項）｡ ４項及び第２０１条第４項）｡

(1)～(3) ［略］ (1)～(3) ［同左］

４ [略] ４ [同左]

備考 表中の［ ］の記載は注記である。




